
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公表の対象 

特定防火対象物 

(飲食店、物品販売店、ホテル、病院などの不特定の人が出

入りする建物) 

 

公表の対象と 

なる違反内容 

特に重大な消防用設備の設置義務違反により 

 

 

 

 

 

 

①屋内消火栓設備  ②スプリンクラー設備  ③自動火災報知設備 

上記設備が設置されていないもの 

公表の方法 
◆那覇市消防局ホームページへの掲載 

◆消防局予防課、中央消防署、西消防署での閲覧 

違反対象物の 
平成３０年４月１日 

運用開始 

安心して建物を利用していただくために、重大な消防法令違反のある

建物を那覇市消防局のホームページや窓口で確認できる制度です。 

平成３０年４月１日から那覇市消防局のホームページで確認できます。 

那覇市消防局 検索 


